
桑野川の特定都市河川指定を
視野に入れた取組状況

国土交通省 那賀川河川事務所



流域治水関連法の整備 国土交通省
流域治水関連法の整備

1



特定都市河川浸水被害対策法の概要
公布:R3.5.10 / 施行:R3.7.15又はR3.11.1

貯留機能保全区域
の指定

下水道の整備

排水ポンプの
運転調整

保全調整池
の指定

移転等の促進
（治水とまちづくりの連携）

雨水貯留浸透施設
の整備（校庭貯留）

雨水浸透阻害
行為の許可等

他の地方公共団体の負担

宅地内の排水設備に
貯留浸透機能を付加

浸水被害防止区域
の指定

河川の整備

河川管理者による
雨水貯留浸透施設

の整備

雨水貯留浸透施設
の整備（公園貯留）

民間事業者等による
雨水貯留浸透施設

の整備
都市計画法の
開発の原則禁止

建築の許可

○ 浸水被害対策の総合的な推進のための流域水害対策計画（河川管理者、下水道管理者、都道府県
知事、市町村長が共同）の策定、河川管理者等による施設整備の加速化、地方公共団体や民間事
業者等による雨水貯留浸透施設の整備、雨水の流出を抑制するための規制、水害リスクを踏まえた
まちづくり・住まいづくり等、流域一体となった浸水被害の防止のための対策を推進

国土交通省
特定都市河川浸水被害対策法の概要

公布:R3.5.10 / 施行:R3.7.15又はR3.11.1
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○ 全国で進める「流域治水」の実効性の確保が急務。河川管理者の先導により特定都市河川の指定を進め、
「流域治水」の考え方に基づく水害に強い地域づくりの早期実現を達成する。

○ 国は、今後、全国で公表する５年間のロードマップに基づいた流域水害対策計画※の策定、浸水被害対策
に対し、集中的に支援。

流域治水関連法（特定都市河川の指定拡大）による流域治水の深化

※特定都市河川浸水被害対策法第４条第１項の規定に基づき河川管理者・地方公共団体等が共同して策定

特定都市河川浸水被害対策法の概要
※令和５年度水管理・国土保全局関係予算概要より抜粋

（併せて取り組む事項）

○国・都道府県の河川管理者は、水害リスクの高い河川について、今後５年間における特定都市
河川指定及び流域水害対策計画策定についてR5出水期までに流域の関係者と調整し、ロード
マップとして順次公表。 〈特定都市河川指定・流域水害対策計画策定のロードマップ（イメージ）〉

○流域水害対策計画作成事業を創設※し、都道府県による特定都市河川指定を強力に推進。

対象：都道府県
拡充内容：令和５年度から５年間の時限措置として、流域水害対策計画の策定に要する調査・検討費用を支援

※特定都市河川浸水被害対策推進事業に当該事業を追加

○流域水害対策計画に位置づけられた、雨水貯留浸透対策・土地利用規制等と一体的に行う河
川管理者のハード対策には予算を重点措置。（R5継続）
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特定都市河川制度の活用による流域治水の推進

○ 「流域治水」の本格的な実戦に向けて、令和３年度１１月１日に全面施行された流域治水関連法※の中核をなす特定都市河川浸水被害対策法※1に基づき、特定都
市河川の河川指定を全国に拡大。
※1特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和３年法律第31号)

○ 特定都市河川においては、河川管理者、下水道管理者、都道府県知事、市町村長等が構成員となる流域水害対策協議会で法的枠組みに基づき流域水害対策計
画を共同で策定し、河川整備、下水道整備及び土地利用を含む流域抑制対策や規制※2等を連携して実施。
※2 雨水浸透阻害行為の許可及び雨水貯留浸透施設整備計画の認定、貯留昨日保全区域の指定、浸水被害防止区域の指定など

○ 引き続き、特定都市河川の指定を推進するとともに、流域水害対策計画の内容の充実や実施の強化に取り組むことで実効性をより高める。

※国土交通省HPより引用

定、雨水浸透阻害行為の許可及び雨水貯留浸透施設整備計画の認定等を推進
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3月8日

桑野川流域における特定都市河川指定に向けたロードマップ
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